
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
紀
南
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了

し
た
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

測
量
の
目
的

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二

測
量
の
地
域

吉
野
郡
十
津
川
村
大
字
七
色
、
大
字
桑
畑
、
大
字
山
手
谷
、
大
字
竹
筒
及
び
大
字

神
下
（
熊
野
川
流
域
）

三

測
量
の
終
了
年
月
日

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日


		2015-04-15T09:34:18+0900
	naraken.




